筑波大学体育会ワンダーフォーゲルクラブ規約
第１条（名称）

　当クラブは、筑波大学ワンダーフォーゲルクラブと称し、筑波大学体育会に所属する。

第２条（活動）

当クラブは、以下の活動を行う。

１．夏、秋、冬、春各長期休業期間中における合宿

パーティー・ワンダリング（Ｐ．Ｗ．）

親睦山行、新入生歓迎山行、新人研修山行、全体山行

２．日常トレーニング

３．安全なワンダリングに必要な各種講習会及び勉強会

４．部誌の発行

５．その他の諸活動

第３条（構成員）

　当クラブは、原則として筑波大学学群生（医療短期大学を含む）により構成される。但し、その限りではない。
第４条（機関）

　当クラブの機関として、ミーティング、リーダー会及び各部局ミーティング及び研究班を設ける。必要と認められる補助機関は、本規約に従って設けることができる。

第５条（運営）

　当クラブの運営は、クラブ員が行うものとする。

第６条（ミーティング）

１．ミーティングは、当クラブの最高意志決定機関とする。

２．ミーティングは、週１回定例とする。臨時ミーティングは次の場合に主将によって招集される。

（１）クラブ員総数の４分の１以上の要求があったとき。

（２）リーダー会が必要を認めたとき。

３．ミーティングは、クラブ員の過半数及び主将、副将のうち１名の出席がなければ、議決を行うことができない。

４．決定事項は、特別に議決をした場合を除き、出席者の過半数をもって決定する。

５．ミーティングは、その他にワンダリングの発表、報告、各種の連絡及びクラブ員の意思疎通を図る。

第７条（リーダー会）

１．リーダー会は、ワンダリングの計画の審査、承認の権限をミーティングにより委託されている。

２．リーダー会は、主将、副将及び、３年生のクラブ員と前年度リーダー会構成員によって構成される。構成員以外のクラブ員及びＯＢの参加は自由にこれを認める。
３．リーダー会は、週１回定例とする。その他に、主将が必要と認めたときに召集される。（但し、主将、副将のうち１名を含む。）

４．リーダー会は、構成員の過半数の出席により成立とする。但し、その際に必ず主将、副将のうち１名を含めるものとする。

５．リーダー会は、出席している構成員の全員一致によってのみワンダリングの承認を行うことができる。但し、審査の対象となるＰ．Ｗ．の参加メンバーはこれに含まれない。

６．リーダー会構成員は、リーダー会への入会辞退をすることができる。但しその際に主将の承認が必要となる。

７．リーダー会構成員の解任は、クラブ員にによって発議されたクラブ員総数の３分の２以上の賛成をもってなされる。

第８条（各部局ミーティング）

　各部局ミーティングは必要に応じて開かれ、各任務の円滑な遂行を図る。

第９条（研究班）

１．研究班は、バリエーション（岩、沢、冬山・山スキー）の各分野において、研究、実践を行う。

２．研究班は希望者によって構成される。

３．研究班は山行計画の手助けをする。

第１０条（役職・部局）

　当クラブは、以下の役職・部局を置き、各部局にはその責任者を置くものとする。

（１）主将・副将・主務・議長・書記

（２）会計・装備・医療・文芸・渉外・トレーニング

（３）体育会運営委員・体育会代表責任者会議の構成員

第１１条（主将・副将）

　主将は、当クラブを代表し、活動を総括する。副将は、主将を補佐し、主将に事故のあるときはその任務を代行する。
第１２条（主務・議長）

１．主務は、当クラブ運営上の庶務を処理する。

２．議長は、ミーティング及びリーダー会において議題を進行させる。

第１３条（部局責任者）

　各部局責任者は、本規約に従って定められた各部局の仕事を総括する。

第１４条（体育会運営委員）

　体育会運営委員は、体育会運営委員会の構成員となり、体育会の運営に関する実務を処理する。

第１５条（任期及び解任）

１．各役員の人事は次期３年生の協議によって決められる。

２．役員の任期は、原則として４月より翌年３月までとし、再任は特にこれを妨げない。

３．解任の発議は、クラブ員によってなされ、可決にはクラブ員総数の過半数の賛成を必要とする。

第１６条（クラブ員の権利）

１．クラブ員は、ワンダリングに参加する権利を有する。

２．クラブ員は、第５条に定められた発言及び議決権を有する。

第１７条（クラブ員の義務）

１．クラブ員は原則として第２条に定められたところの活動に積極的に参加しなければならない。なお、第２条　１．に示した４つの山行は原則として参加しなければならない。

２．クラブ員は、部費を納入しなければならない。

３．クラブ員は、必ず何らかの役職につかなければならない。

第１８条（休部）

１．休部を望むものは、休部願をリーダー会に届け、ミーティングで承認を得なければならない。

２．休部者は、第１６条及び第１７条に定められたところの権利及び義務を有しない。

第１９条（ＯＢ）

１．クラブ員は、３年次末をもって引退し、以後はＯＢとみなされるが、希望により継続してクラブ員でいることができる。

２．ＯＢは、原則として第１６条及び第１７条に定められたところの権利及び義務を有しない。

３．当クラブのＯＢ組織として、ＯＢ会を設ける。

第２０条（ワンダリング）

１．ワンダリングとは、登山・山スキー・踏破・その他自然を対象とする創造的活動をいう。原則としてクラブの身体を手段とする。

２．ワンダリングに参加できるものは、原則としてクラブ員のみであるが、特別にリーダー会が認めた場合は、クラブ員以外も参加できる。

３．クラブ員は、クラブの活動以外で山行にいく場合にも、リーダー会へその旨を申告しなければならない。

第２１条（計画・審査）

１．ワンダリングの計画は、すべてリーダー会の審査を受け、承認を得なければならない。リーダー会は、特に承認を得られなかった場合には、その審査内容をミーティングに報告しなければならない。

２．リーダー会は、計画が不備である場合、及び当クラブにとってふさわしくない場合には承認を行わない。特に単独行に関しては、これを認めない。

３．計画審査は別記の計画審査システムにしたがって行われる。

第２２条（リーダー）

　リーダーは、当該ワンダリングにおける最高責任者となる。

第２３条（安全対策）

　当クラブは、安全なワンダリングのために必要な諸活動を行う。

第２４条（会計）

１．当クラブは、以下の収入によって運営されている。

（１）紫峰会からの援助金
（２）クラブ費

（３）催しものなどによる収入

その他必要に応じて、所定に金額を徴収・預金する場合がある。

２．予算及び決算はミーティングにおいて承認を行う。

３．会計年度は、１～１２月とする。

第２５条（規約改正）

　本規約の改正は、クラブ員によって発議され、クラブ員総数３分の２の賛成をもって行われる。

第２６条（規約の限界）

　リーダー会及びクラブ員全員の一致が見られた場合、その決は当規約に優先して効力をもつ。

第２７条（付則）

１．本規約の実施のために、別に細則を定めることができる。

２．本規約は、1985年4月１日より施行する。

３．本規約は、1987年4月27日改正された。

４．本規約は、1988年4月11日改正された。

５．本規約は、1992年6月29日改正された。

６．本規約は、1999年11月8日改正された。

＊第２６条の補足

・全員の一致とは、リーダー会会員及びクラブ員全員の理解と合意を得る状況をさす。

・全員の一致を得るためには安全性などを踏まえた十分な議論によるクラブ内の意思統一と合意を得なければならない。

・この条項の全員一致は、規約改正のクラブ員の３分の２の賛成に対し時間をかけれらないことを補完するものとして位置づける。
・この条項を運用しようとするときには、適用方法も含めてその問題に関するあらゆることを議論し、決定しなければならない。
